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新 宿 区 住 宅 宿 泊 事 業の 適 正 な 運 営 の 確 保 に 関 す る 条例【 抜 粋 】（ 平 成

2 9 年 1 2 月 1 1 日 条 例 第 3 7 号 ）  

 

（ 目 的 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 住 宅 宿 泊 事 業 法 （ 平 成 2 9 年 法 律 第 6 5 号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。 ） に 基 づ き 規 定 す べ き 事 項 及 び 法 に 定 め る も の の ほ か 住 宅 宿 泊 事 業 の

適 正 な 運 営 の 確 保 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 住 宅 宿 泊 事 業 に 起

因 す る 事 象 に よ る 生 活 環 境 の 悪 化 を 防 止 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 法 （ 第 2 条 第 4 項 を 除 く 。 ） で 使

用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

２  こ の 条 例 に お い て 「 住 宅 宿 泊 事 業 者 」 と は 、 法 第 2 条 第 4 項 に 規 定 す る 住

宅 宿 泊 事 業 者 で あ っ て 、そ の 営 む 住 宅 宿 泊 事 業 が 新 宿 区（ 以 下「 区 」と い う 。）

の 区 域 内 （ 以 下 「 区 内 」 と い う 。 ） に 存 す る 住 宅 に 係 る も の で あ る も の を い

う 。  

（ 区 の 責 務 ）  

第 3 条  区 は 、 第 1 条 に 規 定 す る 目 的 を 達 成 す る た め 、 住 宅 宿 泊 事 業 の 適 正 な

運 営 の 確 保 に 関 す る 施 策 を 策 定 し 、 及 び こ れ を 実 施 す る も の と す る 。  

２  区 は 、 前 項 の 施 策 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、 警 察 、 消 防 そ の 他 の 関 係 機 関

と 連 携 す る も の と す る 。  

（ 廃 棄 物 の 適 正 処 理 ）  

第 8 条  住 宅 宿 泊 事 業 者 は 、 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 に 伴 っ て 生 じ た 廃 棄 物 を 自 ら

の 責 任 に お い て 適 正 に 処 理 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 届 出 住 宅 の 公 表 ）  

第 1 2 条  区 長 は 、届 出 住 宅 に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 

 ⑴  所 在 地  

 ⑵  住 宅 宿 泊 事 業 者 の 連 絡 先  

 ⑶  第 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 説 明 が 完 了 し た 年 月 日  

 ⑷  そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項  

２  住 宅 宿 泊 管 理 業 務 の 委 託 が さ れ た 届 出 住 宅 に つ い て の 前 項 第 2 号 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 住 宅 宿 泊 事 業 者 の 連 絡 先 」 と あ る の は 、 「 住 宅 宿

泊 管 理 業 務 の 委 託 の 相 手 方 で あ る 住 宅 宿 泊 管 理 業 者 の 商 号 、 名 称 又 は 氏 名 及

び 連 絡 先 」 と す る 。  


